
加算税一覧表 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの
法定申告期限から事

前通知前
事前通知から更正

予知前
更正予知後

修正税額が50万円以下 5% 10%

修正税額が50万円超 10% 15%

修正税額が50万円以下 10%（20％） 15%（25％）

修正税額が50万円超300万円以下 15%（25％） 20%（30％）

修正税額が300万円超 25%（35％） 30%（40％）

源泉徴収に係る不納付加算税 10%

修正税額が50万円以下

修正税額が50万円超

修正税額が50万円以下

修正税額が50万円超300万円以下

修正税額が300万円超

源泉徴収に係る不納付加算税

（　）内は前年度及び前々年度について無申告加算税又は重加算税（無申告）を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される税率。
　なお、調査による更正予知があった場合には、期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、同じ税目で無申告加算税又は
　重加算税を課されたことがある者も含む。
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